
既存配置販売業者における配置員の資質向上研修取扱要領 

 

（目的） 

第１ 本要領は、薬事法の一部を改正する法律（平成１８年法律第６９号。以下「改正法」

という。）附則第１２条並びに平成２０年１月３１日付け薬食発第０１３１００１号厚

生労働省医薬食品局長通知及び平成２１年３月３１日付け薬食総発第０３３１００１

号厚生労働省医薬食品局総務課長通知に基づき、既存配置販売業者（改正法附則第１０

条に規定する既存配置販売業者をいう。以下同じ。）が配置員の資質の向上を図るため

に行う一定水準の講習、研修等（以下「資質向上研修」という。）の実施方法等を定め、

既存配置販売業者が行う資質向上研修の一定水準の確保を図ることを目的とする。 

 

（実施方法） 

第２ 資質向上研修の実施は、次に掲げる方法とすること。 

（１）受講対象者を、既存配置販売業者の下で配置販売に従事するすべての配置員とす

ること。 

（２）実施者は、既存配置販売業者又は既存配置販売業者が委託する配置販売業に関す

る団体（当該既存配置販売業者又は当該団体が委託する講習、研修等の実績を有す

る団体・法人等を含む。以下同じ。）とすること。 

（３）実施者は、資質向上研修の企画・運営、形式、内容、時間数、修了証の

交付等について定めた実施規則を整備すること。また、資質向上研修の実

施方法及び実績等の情報を原則すべて公表し、かつ、すべての受講対象者

を資質向上研修の対象とすること。 

（４）資質向上研修の形式は、講義（座学）形式を基本とすること。ただし、

講義（座学）形式の時間数を超えない範囲で、遠隔講座・通信講座を組み

合わせて行うことでも差し支えない。 

（５）実施者は、次に掲げる内容をすべて含む教材を用意すること。 

① 医薬品に共通する特性と基本的な知識 

② 人体の働きと医薬品 

③ 主な医薬品とその作用 

④ 薬事に関する法規と制度 

⑤ 医薬品の適正使用と安全対策 

⑥ その他配置販売業に従事する者として求められる理念、倫理、関連法

規等 

（６）実施者は、受講対象者が資質向上研修を修了した場合には、修了証を交

付すること。 

（７）資質向上研修は、毎年、３０時間以上行われること。 



 

（実績の公表等） 

第３ 既存配置販売業者は、配置員の資質向上研修の受講状況を確認し、適切に

その旨を記録すること。また、資質向上研修を修了した配置員を公表するとと

もに、当該配置員に修了証を携帯させるよう努めること。 

 

（県への届出） 

第４ 既存配置販売業者は、資質向上研修の実施体制について、次の方法により届出を行

うこと。 

（１）届出時期 

毎年、資質向上研修の実施前に行うこと。 

（２）届出書及び添付書類 

   届出は別記様式により、次に掲げる書類を添付すること。 

① 資質向上研修の実施規則 

②  資質向上研修の日程及び講師の一覧表 

③  修了証の様式 

④  その他参考となる資料 

（３）提出先及び部数 

   山梨県福祉保健部衛生薬務課へ１部を提出すること。 

 

２ 既存配置販売業者が委託する配置販売業に関する団体は、既存配置販売業者に代わ

り、前項の届出を行うことができることとする。 

 

附 則 

この要領は、平成２２年３月１０日から適用する。 



様式 

平成  年度資質向上研修届出書 
 

配置販売業者の氏名 
（法人にあっては名称） 

 

許可番号  

資質向上研修の実施体制 
（該当する□にレを記入） 

□ すべての配置員を受講対象者とする 

□ 実施規則が整備されている 

□ 実施方法及び実績等の情報を原則すべて公表する  

資質向上研修の概要 

（教材の内容については、 

該当する□にレを記入） 
 

 

実施時期 

 平成  年  月 ～ 平成  年  月 
 

形式及び時間数 

 講義（座学）形式         時間（年間） 

 遠隔講座・通信講座        時間（年間） 
 

教材及びその内容 

（教材名：                       ） 
□ 医薬品に共通する特性と基本的な知識 

□ 人体の働きと医薬品 

□ 主な医薬品とその作用 

□ 薬事に関する法規と制度 

□ 医薬品の適正使用と安全対策 

□ その他配置販売業に従事する者として求められる理念、倫理、関

連法規等  

備考 

 

 

 

（担当者        ）（連絡先℡           ） 

 上記により、既存配置販売業者の配置員の資質向上研修について届け出ます。 
 

平成  年  月  日 
 

（届出者）□ 既存配置販売業者 

□ 配置販売業に関する団体等 

                                      住 所（法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

 

 

                                      氏 名（法人又は団体にあっては名称及び代表者の氏名） 

 

 

                                         印 

 

山梨県福祉保健部衛生薬務課長       殿 
 

（注意） 

１ 配置販売業に関する団体等が届出を行う場合は、「配置販売業者の氏名」欄及び「許可番号」欄には、「別添一

覧表のとおり」と記載し、一覧表を添付すること。 

２ 資質向上研修の実施規則、資質向上研修の日程及び講師の一覧表、修了証の様式、その他参考となる資料を添付

すること。 


